
 
 

下二子町会の皆様へ 

町会テーマ 「大規模災害に備える下二子コミュニティづくり」 

<令和４年通常総会>  

令和４年の通常総会が３月２７日（日）に、書面表決の形で行われました。それに先立ち、２２日

には、期日までに頂いたご質問、ご意見への回答書を配付させていただきました。開票の結果、全て

の議案が承認されました。令和３年度の町会活動へのご協力ありがとうございました。 

総会後に班長、役員の引継を行い、４月からの新たな出発をしました。以下に役員の分担をお示し

しました。お気軽にご相談いただけるようお願いいたします。 

 

♠ 令和４年度町会活動役員の役割分担（案件毎の連絡・お問い合わせ） 

案   件 担  当 電話番号 

町会活動全般に関わる事項 杉山佐俊町会長  090－1829－3588 

公民館活動全般に関する事項 古畑斉公民館長  090－4504－7162 

衛生活動全般に関する事項 杉山定生衛生部長 090－1533－5323 

防災・安全に関する事項 
西浦彰防災部長  090－4180－2150 

道路・河川の保全に関する事項 

集会施設・文書管理、広報、福祉に関する事項 

公民館利用予約申し込み等、鍵の貸し出し 

上杉好治総務部長 

（公民館予約専用） 

080－5142－7145 

(090－4122－5525) 

文書配付に関する事項 川 村 千 秋 庶 務 090－4462－1018 

班・組内に関する事項 班 長 ・ 隣 組 長  

 

♠ ４月は異動等により新しく町会加入される方が多い月です。隣組長さんはじめ近隣の方は、防災・ 

防犯・ごみの出し方等生活に関わることについてフォローをお願い致します。 

 

♦ ごみステーション関係 

〇容プラのみの収集日について、本年度から正式に立会いを省略します。 

それ以外の収集日の立会いは従来通りですので、よろしくお願いします。 

〇令和４年度が始まりました。新しいごみ等収集日程に沿って、ごみ等の持込み 

をお願いします。 

なるべく立会いがある８時までに出すようにしてください。 

○ 廃タイヤの特別収集(有料)日程は次の通りです。 

   日時：5月 15日（日）、9：00～11：30 場所：松本クリ－ンセンタ－駐車場 

   （バッテリー・消火器・ガスボンベの収集は 10月 16日（日）となっています。） 

♦公園関係 

〇 ４月から１１月末日までの隔週日曜日に公園清掃を実施しますのでご協力をお願いします。 

トイレ清掃の他に園内外のごみ拾いも実施してください。洗剤、清掃用具、トング、レジ袋 

等は備品庫にあります。                          

〇 拾った缶やびん、可燃ごみはご自宅のゴミとして処理していただくか、北ステーションに分別 

保管してください。鍵は当番袋に入っています。 

令和４年４月 1日 

下二子町会 総務部 

第１２２号 

 

 

 

 

全戸配付 下二子町会だより ４月号 



 

 

♥ 令和４年度の下二子町会行事及び笹賀地区行事が総会において承認されました。公民館活動は、 

町会の皆様のご理解と参加のご協力によって成り立っており、毎年、ますつかみ大会、納涼大会、 

敬老祝賀会には大勢の皆様のご協力をいただいております。他の公民館行事や笹賀地区行事も含 

め、今年もコロナ禍、感染症防止対策を徹底したうえで、ふれあいと絆を合言葉に行事運営して 

まいりますのでよろしくお願いいたします。 

♥ 笹賀地区行事「ウォーキング大会」 ５月２９日（日）開催予定 

詳細は、笹賀公民館「公民館ニュース（５月１日号）」と「町会だより５月号」にてご案内いた 

します。 

♥ 下二子住民のつどいの広場として“ 下二子公民館 ”をご利用ください 

大・中・小・参加人数に合わせてご使用できる部屋が４部屋あります。コロナ感染症対策 

（消毒液・手洗い・換気・ソーシャルディスタンス確保・３密の徹底）が対応できる施設として 

使用する事が出来ます。会議・寄り合い・サークル活動・同好会・愛好会・勉強会等、町会員の 

皆様のご利用のほどよろしくお願いいたします。 

 

♣新年度がスタートしました。  

防災部の活動に、一年間ご協力を宜しくお願い致します。 

防災部長は昨年度から引き続き、５班４組の西浦 彰 が努めますので、これま 

で同様にご支援を宜しくお願い致します。 

          今年度新たに防災部員になられた皆様、一年間防災部の活動を宜しくお願い致 

します。 

 
♣ご家庭周辺の道路、用水路など 

冬が去ったこの時期、道路の陥没や用水路のゴミの詰まりが目につくようになります。 

◆ 道路の陥没は事故にもつながります。気が付きましたら速やかに 

市道は維持課 維持担当 ３４－３２４４ 

県道は維持管理課    ４０－１９６３ 

へ連絡するか、防災部長までお知らせください。 

◆ 用水路に詰まったゴミの除去には危険が伴うことがあります。 

軽微なうちに対応し重症化する前に防災部長や役員までご連絡ください。 

 

♣火災への注意 

   松本の春は強い南風が吹き抜けます。  

火災は空気が乾燥している時に発生しやすく、更に風が強いとあっと言う間に燃え広がってし 

まいます。 

◆ 季節別の出火状況では春季(３月～５月)が一番多くなっています。 

  ◆ 建物火災の原因トップ３はコンロ・たばこ・放火の順です。 

  ◆ 火災になりやすい原因を知り、起きにくい環境をつくり、もしもの時の取るべき行動を常日 

頃から考えておきましょう。 

   

※火災を発見したら迷わず１１９番（携帯電話・スマホからも局番なしで） 

 



 


